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千葉市住居確保給付金支給要領 

 

第１ 目的 

住居確保給付金は、離職又は事業を行う個人が当該事業を廃止したこと（以下「離

職等」という。）、個人の責に帰すべき理由又は都合によらず就業機会等が減少した

こと（以下「就業機会等の減少」という。）により経済的に困窮し、住居を喪失した

者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給す

ることにより、これらの者の住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的

とする。 

 

第２ 用語の定義 

この要領における用語の定義は、次に定めるとおりとする。 

１ 主たる生計維持者  自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持す

る者をいう。 

２ 常用就職  期間の定めのない労働契約又は期間の定めが６か月以上の労働契約

による就職をいう。 

３ 住居確保給付金基準額  世帯人数及び地域に応じて厚生労働大臣が自治体ごと

に定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した次の額をいう。  

（１）単身世帯においては４１，０００円 

（２）２人世帯においては４９，０００円 

（３）３人～５人世帯においては５３，０００円 

（４）６人世帯においては５７，０００円 

（５）７人以上世帯においては６４，０００円  

４ 家賃額  住居確保給付金の支給を申請した者（以下「申請者」という。）又は

住居確保給付金の支給を受ける者（以下「受給者」という。）が賃借する賃貸住宅

の一月当たりの家賃額をいい、３に定める住居確保給付金基準額を上限とする。 

５ 雇用施策による給付  職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関す

る法律（平成２３年法律第４７号）第７条第１項に規定する職業訓練受講給付金を

いう。 

６ 申請者等  申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族をいう。  

７ 不動産媒介業者等  不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者を

いう。 

８ 公共職業安定所等  公共職業安定所又は職業安定法（昭和２２年法律第１４１

号）第４条第９項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第１０項に規定する職
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業紹介事業者であって、地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者をい

う。 

９ 経営相談先  よろず支援拠点、商工会議所、商工会又は地方公共団体が認める

公的な経営相談先をいう。 

10 自立に向けた活動  給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組であ

って、経営改善や事業の立て直し等に寄与するものをいう。  

11 育児  ３歳未満の乳幼児の育児を行うこと及び申請者が社会通念上やむを得な

いと認められる理由により親族（民法第７２５条に規定する親族）にあたる３歳未

満の乳幼児を預かり、育児を行うことをいう。 

 

第３ 事業内容 

保健福祉センター社会援護課（中央区及び若葉区においては社会援護第一課、以下

「社会援護課」という。）は、支給対象者の申請に基づき住居確保給付金を支給する

とともに、生活困窮者自立支援法施行規則第１４条第１項に規定する就労支援等を行

うための相談支援員兼就労支援員（以下「支援員」という。）を配置し、就労支援等

を実施する。 

 

第４ 支給対象者 

支給対象者は、申請時に次に掲げる各項目のいずれにも該当する者とする。  

１ 次のいずれかに該当すること。  

（１）離職等の日から起算して２年を経過していない者であること。ただし、延長申

請時には、２年以内であることについては問わない。 

   なお、当該期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認められる事情に

より、引き続き３０日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情

により求職活動を行うことが困難であった日数を２年に加算した期間とするもの

とし、その加算された期間が４年を超えるときは、４年とする。 

（２）就業機会等の減少により、当該個人の就労状況が離職等の場合と同等程度の状

況にある者であること。 

２ 離職等又は就業機会等の減少により、住居を喪失していること又は喪失するおそ

れがあること。 

  なお、申請者等のいずれもが、当該申請者が求職活動を行うに当たって居住可能  

 な住宅を所有していないことを要する。 

３ 離職等の場合にあっては、離職等の日において、主たる生計維持者であったこと、

就業機会等の減少の場合にあっては、申請した日（以下「申請日」という。）の属
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する月においてその属する世帯の生計を主として維持しているものであること。 

  ただし、離職等の日には主たる生計維持者ではなかった者が、その後に離婚等を

したことにより申請時においては家計の主宰者（世帯の生計を維持する上で中心と

なる者）となっている場合も対象とする。 

４ 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所等に求職申込みをし、誠実

かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。 

  ただし、１（２）に該当する者のうち自営業者であって、給与その他の業務上の

収入を得る機会が減少し、自立に向けた活動を行うことが申請者等の自立の促進に

資すると認められる場合は、受給してから６か月を限度に当該活動を行うことをも

って、前段の求職活動に代えることができる。 

５ 申請日の属する月における申請者等の収入の合計額が、本市条例で定める市民税

均等割額が非課税となる所得額を収入額に換算し、１/１２を乗じて得た額（以下「基

準額」という。）に、申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額（以下「収

入基準額」という。）以下であること。 

ただし、申請日の属する月の収入が収入基準額を超えている場合であっても、離

職等、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により申

請日の属する月の翌月から収入基準額を下回ることについて、提出資料等により申

請者が当該事実を証明することが可能な場合は、翌月に申請があったものとして、

取り扱う。 

 （１）ここでいう「収入」とは、給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が

支給する総支給額（交通費支給額は除く。）とし、自営業の場合は、事業収入（経

費を差し引いた控除後の額）とする。なお、借入金、退職金又は公的給付等のう

ち臨時的に給付されるものは収入として算定しない。 

 （２）定期的に支給される雇用保険の失業等給付、公的年金等の公的給付等及び親族

等からの継続的な仕送り等については収入として算定し、これらの公的給付等が

複数の月に係る金額が一括で支給される場合については、月額で算定する。なお、

児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給さ

れる手当・給付、各種保険金の受取については収入として算定しない。  

 （３）申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合はその額によることとし、毎

月の収入額が確実に推計することが困難な場合は、申請日の属する月の収入にか

わって収入の確定している直近３か月間の収入額の平均又は申請日の属する月の

前月の収入に基づき推計する。 

 （４）２２歳以下かつ学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、

大学（大学院及び専門職大学院を除く。）、短期大学、専門職大学、高等専門学
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校又は専修学校に就学中の子の収入は、収入として算定しない。  

６ 申請者等の金融資産の合計が基準額に６を乗じて得た額又は１００万円のいずれ

か低い額以下であること。 

（１）ここでいう「金融資産」とは、金融機関に対する預貯金、債券、株式、投資信

託及び現金をいう。 

（２）生命保険、個人年金保険等については金融資産として算定しない。なお、負債

がある場合、金融資産と相殺はしない。  

７ 申請者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。 

 

第５ 支給額 

１ 支給月額は、家賃額とする。 

ただし、申請者等の収入合計金額が、基準額を超える場合については、次の数式

により算出される額とする。この場合において、支給月額が住居確保給付金基準額

を超える場合は、当該住居確保給付金基準額とする。 

     支給月額 ＝（基準額 ＋ 実家賃額）－ 月の世帯収入額 

２ 世帯収入額が基準額を超える場合にあっては、支給額に１００円未満の端数が生

じた場合は、その端数金額を切り上げることとする。 

３ １の数式により算出される額が１００円未満の場合は、その端数を切り上げて、

支給月額を１００円とする。 

４ 本給付金の支給額は家賃相当分（月額）であり、初期費用、共益費、管理費等に

ついては支給対象外とする。 

５ 本給付金は、申請日以降に支払うべき家賃に充当するものであり、滞納した家賃

へ充当することはできない。 

６ 本給付金の支給額が、実家賃額と比較して一部支給となる場合は、その差額につ

いては受給者が支払うこととする。 

 

第６ 支給期間 

１ 支給期間は、３か月を限度とする。 

２ １の規定にかかわらず、第１４の１に定める活動（以下「求職活動」という。）

を誠実かつ熱心に継続していた場合には、申請により、３か月を限度に支給期間を

２回まで延長することができる。ただし、第４に定める支給対象者に限るとともに、

その支給額は延長申請時の収入に基づいて第５によって算出される額とする。  

３ 住居を喪失している者においては、入居契約に際して初期費用として支払いを要
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する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始する。 

４ 住居を喪失するおそれがある者においては、申請日の属する月に支払う家賃相当

分から支給を開始する。 

 

第７ 支給方法等 

１ 住居確保給付金は、月ごとに支給するものとし、不動産媒介業者等の口座へ振り

込むもの（代理受領）とする。ただし、貸主等の意向により、賃貸借契約書等にお

いて受給者が居住する住宅の賃料の支払方法がクレジットカード払い、納付書払い

及び賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払いに係る債務を保証

する者が申請者等に代わって当該債務を弁済する方法に限定されているときで、特

に必要と認められる場合、又は、受給者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主に支払われ

ることが確保できる場合は、この限りでない。 

２ 住居を喪失している者における住居確保給付金の支給対象となる住宅は、住居確

保給付金基準額以下の家賃のものに限る。 

 

第８ 事業の実施責任 

１ 住居を喪失している者が新たな居住地を所管区域外に確保した場合においては、

支給決定を行わず、新たな居住地を所管区域とする住居確保給付金の実施主体にお

いて支給決定を行うものとする。 

２ 住居を喪失している者が、本市市内において新規に賃貸住宅を賃借する場合は、

新たな居住地が所在する社会援護課が実施責任を負う。また、住居を喪失するおそ

れのある者であり、現に賃貸住宅を賃借している場合は、現居住地に所在する社会

援護課が実施責任を負う。 

 

第９ 関係機関との連携 

支援員は、本事業を円滑に実施するため、支給対象者の状況等について公共職業安定

所等、千葉県社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。 

 

第１０ 支給手続等 

１ 住居確保給付金の支給に係る事務は、社会援護課において行う。 

２ 面接相談等 

 （１）支援員は、相談者に対して、住居確保給付金の趣旨、概要等を説明するととも

に、雇用施策や千葉県社会福祉協議会による貸付け事業等の関係事業の概要を説

明する。また、支援員は、必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安



- 6 - 

定所等での相談を助言するとともに、国の雇用施策による給付の対象要件に該当

する場合は、優先して申請を促す。 

 （２）支援員は、相談者が住居確保給付金の申請を希望する場合は、支給対象者の要

件、手続の流れ等を説明する。  

３ 支給申請の受付 

 （１）支援員は、相談者に対し、「住居確保給付金申請時確認書（様式１－１号）」

（以下「申請時確認書」という。）を丁寧に説明し、誓約事項及び同意事項につ

いて承諾をした上で、申請することについて、署名を得る。  

（２）申請時確認書に署名を行った相談者は、生活困窮者自立支援法施行規則第１３

条の規定に基づき、「生活困窮者住居確保給付金支給申請書（様式第一号）」（以

下「支給申請書」という。）に４に定める証拠書類等を添えて社会援護課に提出

する。 

（３）社会援護課は、４（１）に規定する本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑

われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受理する。なお、

証拠書類等が整っていない場合には、必要書類の追加提出を指示し、これらの必

要書類が一式揃った時点で受付印を押印する。 

 （４）社会援護課は、提出された支給申請書に担当印を押印し、その写しを２部交付

する。 

（５）社会援護課は、住居を喪失している申請者に対しては「入居予定住宅に関する

状況通知書（様式２－１号、以下「予定住宅通知書」という。）」の用紙を、住

宅を喪失するおそれがある申請者に対しては「入居住宅に関する状況通知書（様

式２－２号、以下「入居住宅通知書」という。）」の用紙を配付する。 

（６）申請者は、提出された支給申請書について、支給決定前に取り下げを申し出よ

うとするときは、「住居確保給付金支給申請取下げ届（様式１１号）」を社会援

護課に提出する。 

４ 証拠書類等 

 （１）本人確認書類 

    本人確認書類は、運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅

券、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住

民票の写し・住民票記載事項証明書、戸籍謄本等のいずれかの写しとする。 

    社会援護課は、本人確認書類の写しの提出があったときは、必要に応じて原本

を確認し、原本の提示があったときは申請者の同意を得て複写し、これを徴する。 

    ただし、個人番号カードについては、個人番号記載面は複写してはならない。 

 （２）離職関係書類等 
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    離職関係書類等は、離職等の場合にあっては、申請日から起算して２年以内に

離職等をしたことが確認できる書類の写しとし、就業機会等の減少の場合にあっ

ては、当該個人の就労状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることが

確認できる書類の写しとする。ただし、離職等の場合であって、疾病、負傷、育

児その他やむを得ないと認められる事情により引き続き３０日以上求職活動を行

うことが困難であった場合は、医師の証明書その他当該事情に該当することの事

実を証明することができる書類の写しについても提出する。 

なお、確認できる書類等がない場合には、離職等の場合にあっては、「離職状

況等に関する申立書（様式１６号）」に、就業機会等の減少にあっては、「就業

機会等の減少に関する申立書（様式１７号）」に離職等又は就業機会等の減少に

関する内容等を記載して提出させる。 

 （３）収入関係書類 

    収入関係書類は、申請者等のうち、収入がある者についての申請日の属する月

の収入が確認できる書類の写しとする。 

 （４）金融資産関係書類 

    金融資産関係書類は、申請者等の申請日における金融機関の通帳等の写しとす

る。 

５ 求職活動等要件の確認 

（１）公共職業安定所等への求職申込み及び雇用施策による貸付け等利用状況の確認 

申請者は、公共職業安定所等から交付を受けた「求職申込み・雇用施策利用状

況確認票（様式１２号）」に求職番号を記載し、社会援護課に提出する。  

（２）経営相談先への経営相談申し込み及び事業継続の意向確認  

第４の１（２）に該当する者のうち自営業者であって、給与その他の業務上の

収入を得る機会が減少し、自立に向けた活動を行うことが申請者等の自立の促進

に資すると認められる場合は、あらかじめ相談内容が経営相談に該当するか事前

に確認を行い、経営相談先において対応が可能な場合は、経営相談の申込みを行

った経営相談先及びその他必要事項を記載したうえで「自立に向けた活動計画書

（様式１８号）」を社会援護課へ提出する。 

（３）支援員は、（１）及び（２）を行っていない場合は、実施するよう指示する。  

６ 入居住宅（入居予定住宅）に関する状況把握 

 （１）住居を喪失している申請者の場合  

ア 申請者は、不動産媒介業者等に３（４）で交付された支給申請書の写しを提

示し、当該業者等を介して住居を探し、本給付の支給決定等を条件に入居可能

な住居を確保する。 
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   イ 不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住居が確定した後、申請者が持参

した予定住宅通知書に必要事項を記載して申請者に交付する。 

ウ 申請者は、交付を受けた予定住宅通知書を社会援護課に提出する。 

（２）住居を喪失するおそれがある申請者の場合 

ア 申請者は、入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対し、３（３）

で交付された支給申請書の写しを提示し、必要事項を記載した入居住宅通知書

の交付を受ける。 

イ 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付して、交付を受けた入

居住宅通知書を社会援護課に提出する。  

７ 審査 

   社会援護課は、提出された支給申請書、証拠書類及び追加提出書類に基づき、申

請の審査を行う。 

（１）審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対し、「住居確保給

付金支給対象者証明書（様式３号）」を交付するとともに、「住居確保報告書（様

式５号）」の用紙を配付する。 

  なお、住宅を喪失するおそれがある申請者については、この手続きを省略する。 

（２）審査の結果、本給付金の支給が認められないと判断された申請者に対しては、

「住居確保給付金不支給通知書（様式４号）」を交付する。 

（３）支給申請時、支給申請書に添付する証拠書類等が整わなかった申請者において、

支給申請日から１か月を経過した日（土日祝日であった場合には直後の平日）ま

でに必要書類が追加提出されなかった場合、住居確保給付金の不支給を決定し、

住居確保給付金不支給通知書を交付する。 

 （４）不適正受給が疑われる場合等において、本給付の支給の決定又は実施のために

必要があるときは、「生活困窮者自立支援法第２２条の規定に基づく報告等につ

いて（様式１５号）」により、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提

供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは申請者の雇用主であった者

に対し報告を求めることができる。なお、報告を求めるときは、報告を依頼する

書類に支給申請書及び申請時確認書を添付する。 

８ 住居の賃貸借契約の締結 

   住居を喪失している申請者は、６（１）イで予定住宅通知書の交付を受けた不動

産媒介業者等に対し、７（１）で交付された住居確保給付金支給対象者証明書を提

示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。 

９ 支給決定等 

（１）住居を喪失している申請者の場合  
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ア 申請者は、住宅入居後７日以内に、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び

新住所における住民票の写しを添付し、住居確保報告書を社会援護課に提出す

る。 

   イ 社会援護課は、申請者より住居確保報告書の提出を受けた後、支給決定を行

い、申請者に「住居確保給付金支給決定通知書（様式７－１号）」を交付する

とともに、「常用就職届（様式６号）」の用紙を配付する。 

 （２）住居を喪失するおそれがある申請者の場合 

社会援護課は、７に規定する審査の結果、申請内容が適正であると判断された

申請者に対し、支給決定を行い、住居確保給付金支給決定通知書を交付するとと

もに、常用就職届の用紙を配付する。 

 （３）支援員は、必要に応じて申請者等の住宅を訪問し、居住の実態を確認するもの

とする。 

 

第１１ 支給額の変更 

１ 受給者は、住居確保給付金支給対象住宅の家賃が変更になったときは、「住居確

保給付金支給変更申請書（様式１－３号）」に賃貸借契約書の写し等を添付し、社

会援護課に提出する。 

２ 第５の１ただし書きに規定する支給月額の住居確保給付金を受けている受給者

は、受給中に収入が減少し、収入基準額を下回ったときは、住居確保給付金支給変

更申請書に収入が確認できる書類の写し等を添付し、社会援護課に提出する。 

３ 社会援護課は、住居確保給付金支給変更申請書の提出があったときは、内容を確

認し、「住居確保給付金支給変更決定通知書（様式７－３号）」を交付する。 

   なお、この場合における住居確保給付金支給月額は、第５を準用する。 

４ 受給者は、借り主の責によらず転居せざるを得ない場合又は社会援護課の指導に

より同一の自治体内での転居が適当であると判断されたときは、住居確保給付金支

給変更申請書に転居後の賃貸借契約書の写しを添付し、社会援護課に提出する。 

 

第１２ 支給の中断 

１ 支給の中断 

 （１）受給者は、本給付金を受給中に、疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認め

られる事情により引き続き３０日以上求職活動を行うことが困難であった場合に

より第１４の１による求職活動を行うことが困難となったときは、医師の交付す

る診断書等求職活動が困難である旨を証明する文書とともに、「住居確保給付金

支給中断届（様式９－１号）」を社会援護課に提出する。 
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 （２）社会援護課は、住居確保給付金支給中断届の提出があったときは、内容を確認

し、「住居確保給付金支給中断通知書（様式９－２号）」を交付する。 

 （３）受給者は、本給付金の支給中断中は、原則として毎月、面接、電話等により、

社会援護課に生活状況を報告する。 

 （４）社会援護課は、受給者から生活状況の報告を受けたときは、求職活動を再開す

る意思を確認する。 

２ 支給の再開 

 （１）受給者は、住居確保給付金の支給中断後、心身の回復により求職活動を再開で

きるときは、「住居確保給付金支給再開届（様式９－３号）」を社会援護課に提

出する。 

 （２）社会援護課は、住居確保給付金支給再開届の提出があったときは、内容を確認

し、「住居確保給付金支給再開通知書（様式９－４号）」を交付する。 

 

第１３ 支給の中止                 

１ 社会援護課は、支給決定後、受給者が第１４の１による求職活動を怠ったときは、

原則として当該事実を確認した日の属する月から支給を中止する。支給がなされた

後に当該事実を確認した場合は、確認後、すみやかに支給を中止する。 

２ 社会援護課は、受給者が常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠ったとき

は、支給を中止することができる。 

３ 社会援護課は、受給者が常用就職（支給決定後の常用就職のみならず、申請前後

の常用就職も含む。）又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、

就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えたときは、原則として収入基準額を超

える収入が得られた月から支給を中止する。また、受給者が常用就職等をしたこと

及び就労に伴い得られた収入の報告を怠った場合は支給を中止できる。 

 ただし、収入に変動がある場合等で１か月の収入では判断をしかねる場合は、受

給者の自立のため、２か月目の収入を確認してから判断を行っても差し支えない。 

４ 社会援護課は、受給者が支給決定後に住宅の貸主側の責によらず住宅から退去し

たときは、原則として退去した日の属する翌月の家賃相当分から支給を中止する。 

    なお、住居確保給付金の支給がなされた後に、当該事実を確認した場合は、確認

後、すみやかに支給を中止する。 

５ 社会援護課は、支給決定後、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した

ときは、直ちに支給を中止する。 

６ 社会援護課は、支給決定後、受給者が禁固刑以上の刑に処されたときは、直ちに

支給を中止する。 
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７ 社会援護課は、公共職業安定所等において、求職者支援法による制度（求職者支

援制度）の職業訓練の受講申込が可能とされた受給者に対して、同制度の利用を指

示したのにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒む場合は、原則

として当該事実を確認した月の家賃相当分から支給を中止する。 

８ 社会援護課は、支給決定後、受給者又は受給者と生計を一とする同居の親族が暴

力団員と判明したときは、直ちに支給を中止する。 

９ 受給者は、支給決定後、支給の中止を申し出るときは、「住居確保給付金支給中

止申出書（様式１０号）」を社会援護課に提出する。このとき、社会援護課は支給

の中止の申し出のあった日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。  

10 社会援護課は、受給者が生活保護費を受給したときは、調整の上、支給を中止す

る。 

11 社会援護課は、受給者が支給決定後、疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認

められる事情のため、引き続き３０日以上求職活動を行うことが困難であったこと

により本給付金の受給を中断した場合において、中断を決定した日から２年を経過

した場合は、支給を中止する。 

12 社会援護課は、本給付金の受給中断期間中において、受給者が毎月１回の面談等

による報告を怠った場合は、原則として支給を中止する。 

13 社会援護課は、１から１２までの規定により支給を中止したときは、対象者に対

して、「住居確保給付金支給中止通知書（様式８号）」を交付する。  

14 社会援護課は、１から１２までに掲げるもののほか、受給者の死亡等、支給する

ことができない事情が生じたときは、支給を中止する。 

 

第１４ 受給者の責務 

１ 受給者は、受給期間中、常用就職又は自立に向けた活動として、次の活動を行う。

ただし、（２）に規定する活動は、受給してから６か月を限度とする。  

（１）公共職業安定所等で求職活動を行う者  

ア 毎月２回以上、公共職業安定所等の職業相談等を受けること 

 イ 毎月４回以上、支援員による面接等の支援を受けること  

ウ 原則週１回以上、求人先への応募を行い、又は求人先の面接を受けること 

（２）第４の１（２）に該当する者のうち自営業者であって、給与その他の業務上の

収入を得る機会が減少し、自立に向けた活動を行うことが申請者等の自立の促進

に資すると認められる者 

ア 原則毎月１回以上、経営相談先の面接等の支援を受けること 

   イ 毎月４回以上、支援員による面接等の支援を受けること  
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ウ 毎月１回以上、「自立に向けた活動計画書」に基づく取組を行うこと 

２ 受給者は、次のとおり、支援員による面接時に報告する。  

（１）公共職業安定所等で求職活動を行う者  

１（１）ア及びウの活動を行った場合には、「常用就職活動状況報告書（様式

１３号）」及び「職業相談確認票（様式１４号）」にて報告する。  

（２）第４の１（２）に該当する者のうち自営業者であって、給与その他の業務上の

収入を得る機会が減少し、自立に向けた活動を行うことが申請者等の自立の促進

に資すると社会援護課が認める者 

１（２）ア及びウの活動を行った場合には、「自立に向けた活動報告書（様式

１９号）」にて報告する。 

３ 受給者は、就職した場合には常用就職届を社会援護課に提出する。 

４ ３により常用就職届を提出した受給者及び第４・１・（２）に基づく受給者は、

収入額が確認できる書類を毎月提出する。 

５ 受給者は、経営相談先から公共職業安定所等で求職活動等を行うことが適当と助

言等を受けた場合は、支援員による面接時に報告する。 

 

第１５ 不適正受給への対応 

１ 社会援護課は、住居確保給付金の支給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当する

ことが判明した場合は、受給者又は受給者であった者から、既に支給された給付金

の全額又は一部について徴収することができる。  

２ 支援員は、申請時の聞き取りにおいて、前住所地で受給した疑いが認められる場

合は、前住所地の自治体に協力を求め、受給の有無等を確認することにより、再支

給の不適正受給を防止する。 

３ 支援員は、住居を喪失している申請者に対しては、原則として、住居入居後に住

民票の提出を求める。 

４ 支援員は、必要に応じて受給者等の住宅訪問及び居住実態の確認を行うことによ

り、居住環境や生活面の支援にあわせて、架空申請や又貸し等の不適正受給を防止

する。 

５ 社会援護課は、第７の１ただし書きに定める方法により賃料を支払うときは、必

要に応じて、受給者に対して住居確保給付金が賃料の支払いに充てられていること

を確認する。 

 

第１６ 給付金の再支給 

１ 社会援護課は、受給者が住居確保給付金（住宅手当緊急特別措置事業による住宅
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手当、住宅支援給付事業による住宅支援給付を含む。）を受給した後に、常用就職

又は給与以外の業務上の収入を得る機会が増加し、新たに解雇（受給者の責に帰す

べき重大な理由による解雇を除く。）その他事業主の都合による離職等（受給者の

責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。）若しくは就労機会等の

減少により経済的に困窮した場合で、受給が終了した月の翌月から起算して１年を

経過している場合、第４に規定する支給対象者の要件に該当する者については、第

５の支給額及び第６の支給期間等により、再支給することができる。  

２ 社会援護課は、従前の受給中に第１３の要件に該当したことにより中止となった

者（ただし、第１３の３及び第１３の１０により中止になった者は除く。）には、

再支給することができないものとする。  

 

第１７ 支給期間を延長する際の取扱い 

１ 第６の２の規定により住居確保給付金の支給期間の延長を希望する受給者は、住

居確保給付金が支給される最終の月の末日（第１３により中止される場合を除く。）

までに「生活困窮者住居確保給付金支給申請書（期間延長）（様式１－２号）」を

社会援護課に提出する。 

２ 社会援護課は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書（期間延長）の提出があっ

た場合には、第１４の１による求職活動又は自立に向けた活動を適切に行っている

かどうか及び第４（１を除く。）に定める支給要件に該当しているかどうかを勘案

の上、第６の２による延長の要件を満たすと判断した場合は、「住居確保給付金支

給決定通知書（期間延長）（様式７－２号）」を交付する。 

 

第１８ 暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除 

１ 社会援護課は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以

下「暴力団員等」という。）と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認さ

れた場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する「入

居（予定）住宅に関する状況通知書（様式２－１号）、（様式２－２号）」を受理

しない旨を書面により通知し、以後、当該書類を受理しないものとする。 

２ １に規定する暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等は、次のいずれかに該

当するものをいう。 

（１）法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる

者（以下「役員等」という。）のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介

業者等 

（２）個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうち
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に暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等 

（３）暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのあ

る不動産媒介業者等 

（４）暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等 

（５）暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等 

（６）役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業

者等 

（７）役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

等、積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業

者等 

（８）役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に

非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等 

（９）暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人をその事実を知りな

がら不当に利用する等している不動産媒介業者等 

３ 不動産媒介業者等が暴力団員等と関係を有していた場合の取扱い  

社会援護課は、本給付金の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係

を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等

が関わる給付金の振込を中止する。 

 

第１９ その他 

この要領に定めるもののほか、住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、保護課

長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１日より施行する。 

 

  附 則 

この要領は、平成２７年７月１日より施行する。 

 

  附 則 

１ この要領は、平成２７年９月１日より施行する。 

 ２ この要領の施行の際現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、 

  当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 
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   附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日より施行する。 

 

   附 則 

１ この要領は、令和元年５月１日から施行する。 

２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

  附 則 

 １ この要領は、令和２年４月２０日から施行する。 

２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

  附 則 

１ この要領は、令和２年５月２９日から施行する。 

２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要領は、令和２年７月３日から施行する。 

２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要領は、令和３年２月１日から施行する。 

２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 
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附 則 

１ この要領は、令和３年６月１１日から施行する。 

２ 第４の７の規定については、施行の日の前日までに住居確保給付金の支給を申請

した者についても、当該申請に係る支給期間中は、適用する。ただし、令和３年５

月以前の期間は除く。 

 

附 則 

１ この要領は、令和３年９月３０日から施行する。 

２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要領は、令和３年１１月３０日から施行する。 

２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要領は、令和４年６月３０日から施行する。 

２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要領は、令和４年８月３１日から施行する。 

２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要領は、令和４年９月３０日から施行する。 

２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、
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当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要領は、令和４年１２月２１日から施行する。 

２ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 最後に住居確保給付金の支給を申請した日が令和６年３月３１日以前である者で

あって、当該申請に係る支給が終了した後に解雇（自己の責めに帰すべき理由によ

るものを除く。）その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した者につい

ては、当該申請に係る支給が終了した月の翌月から起算して１年を経過するまでの

間は、第１６の１に記載されているものは以下のとおり読み替えるものとする。 

 読替前 読替後 

第１６ 

１ 

社会援護課は、受給者が住居確保給

付金（住宅手当緊急特別措置事業に

よる住宅手当、住宅支援給付事業に

よる住宅支援給付を含む。）を受給

した後に、常用就職又は給与以外の

業務上の収入を得る機会が増加し、

新たに解雇（受給者の責に帰すべき

重大な理由による解雇を除く。）そ

の他事業主の都合による離職等（受

給者の責に帰すべき理由又は当該

個人の都合によるものを除く。）若

しくは就労機会等の減少により経

済的に困窮した場合で、受給が終了

した月の翌月から起算して１年を

経過している場合、第４に規定する

支給対象者の要件に該当する者に

ついては、第５の支給額及び第６の

支給期間等により、再支給すること

社会援護課は、受給者が住居確保給

付金（住宅手当緊急特別措置事業に

よる住宅手当、住宅支援給付事業に

よる住宅支援給付を含む。）を受給

した後に、常用就職又は給与以外の

業務上の収入を得る機会が増加し、

新たに解雇（受給者の責に帰すべき

重大な理由による解雇を除く。）そ

の他事業主の都合による離職等（受

給者の責に帰すべき理由又は当該個

人の都合によるものを除く。）若し

くは就労機会等の減少により経済的

に困窮した場合、第４に規定する支

給対象者の要件に該当する者につい

ては、第５の支給額及び第６の支給

期間等により、再支給することがで

きる。 
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ができる。 

３ この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 


